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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の前駆流体を混合するためのノズル先端部アセンブリであって、
　ノズルハウジングであって、
　　各々の前駆流体を別々に送達するための二以上の管腔を有する多重管腔送達装置の送
達部分を受容するように構成された近位端部と、
　　出口オリフィスを画定する遠位端部と、
　　近位端部から遠位端部まで延長する側壁と
　を有するノズルハウジングと
　ブレークアップインサート（ｂｒｅａｋ－ｕｐ　ｉｎｓｅｒｔ）であって、
　　近位端部と、
　　さらに、少なくとも３つの溝付きチャネルと中央の陥凹した渦流チャンバーとを画定
する遠位端部と、　
　　前記近位端部と前記遠位端部との間に延長する側壁と
　を有するブレークアップインサートと
　前記ブレークアップインサートの近位端部から延設されたバッフルと
　を有し、
　前記ブレークアップインサートの側壁および前記ノズルハウジングの側壁は、それらの
間に、前記二以上の管腔と前記少なくとも３つの溝付きチャネルとの間の流体連通のため
に前記ブレークアップインサートの外周に沿って延びるチャネルを画定し、
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　前記ブレークアップインサートの側壁と前記ノズルハウジングの側壁との間の距離は、
近位端部から遠位端部に向かって減少するものであり、
　前記バッフルは、流体を分離する中央内部壁と、中央内部壁の長さに沿う遮断外部壁と
を有し、前記遮断外部壁と前記ノズルハウジングの側壁とで前記ブレークアップインサー
トに接近する各々の前駆流体の分離を維持する二以上のチャネルを構成
するものである
　ノズル先端部アセンブリ。
【請求項２】
　請求項１記載のノズル先端部アセンブリにおいて、前記渦流チャンバーは、前記ブレー
クアップインサートの遠位端部内の実質的に中央に位置付けられた半球形状の陥凹部によ
って画定されるものであるノズル先端部アセンブリ。
【請求項３】
　請求項１記載のノズル先端部アセンブリにおいて、前記溝付きチャネルのそれぞれは、
前記渦流チャンバーに所定の角度を成して進入するものであり、それにより前記前駆流体
の渦流チャンバー内での混合が促進されるものであるノズル先端部アセンブリ。
【請求項４】
　請求項１記載のノズル先端部アセンブリにおいて、前記ブレークアップインサートは１
若しくはそれ以上の傾斜のついた肩部を有し、これにより、前記ブレークアップインサー
トの側壁と前記ノズルハウジングの側壁との間の距離が低減されるものであるノズル先端
部アセンブリ。
【請求項５】
　請求項１記載のノズル先端部アセンブリにおいて、前記少なくとも３つの溝付きチャネ
ルは相互から等距離にあるノズル先端部アセンブリ。
【請求項６】
　請求項１記載のノズル先端部アセンブリにおいて、前記ノズルハウジングは、デュアル
バレルシリンジに連結するように構成されるノズル先端部アセンブリ。
【請求項７】
　請求項１記載のノズル先端部アセンブリにおいて、前記ノズルハウジングは、二重管腔
送達装置に連結するように構成されるノズル先端部アセンブリ。
【請求項８】
　請求項１記載のノズル先端部アセンブリにおいて、前記ノズルハウジングは、三重管腔
送達装置に連結するように構成されるノズル先端部アセンブリ。
【請求項９】
　複数要素からなる送達装置であって、
　多重管腔送達装置と、
　ノズルハウジングであって、
　　各々が前駆流体を別々に送達するものである二以上の管腔を有する多重管腔送達装置
の送達部分を受容するように構成された近位端部と、
　　出口オリフィスを画定する遠位端部と、
　　近位端部から遠位端部まで延長する側壁と
　を有するノズルハウジングと、
　ブレークアップインサートであって、
　　近位端部と、
　　さらに、少なくとも３つの溝付きチャネルと中央の陥凹した渦流チャンバーとを画定
する遠位端部と、
　　前記近位端部と前記遠位端部との間に延長する側壁と
　を有するブレークアップインサートと
　前記ブレークアップインサートの近位端部から延設されたバッフルと
　を有し、
　前記ブレークアップインサートの側壁および前記ノズルハウジングの側壁は、それらの
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間に、前記二以上の管腔と前記少なくとも３つの溝付きチャネルとの間の流体連通のため
のチャネルを画定し、
　前記ブレークアップインサートの側壁と前記ノズルハウジングの側壁との間の距離は、
近位端部から遠位端部に向かって減少するものであり、
　前記バッフルは、流体を分離する中央内部壁と、中央内部壁の長さに沿う遮断外部壁と
を有し、前記遮断外部壁と前記ノズルハウジングの側壁とで前記ブレークアップインサー
トに接近する各々の前駆流体の分離を維持する二以上のチャネルを構成し、
　前記ノズルハウジングは前記多重管腔送達装置に連結され、前記管腔のそれぞれは、前
記溝付きチャネルおよび前記ノズルハウジングとブレークアップインサートの側壁との間
の前記チャネルを介して、前記多重管腔送達装置の延位端部と前記ブレークアップインサ
ートの近位端部との間に延設されたバッフルにより画定されたチャネルと流体連通し、さ
らに前記少なくとも３つの溝付きチャネルを経て出口オリフィスと流体連通するものであ
る
　複数要素からなる送達装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１３年３月１５日付で出願された米国仮特許出願第６１／７８８，３１
１号の優先権を主張するものであり、その全体はこの参照により本明細書に組み込まれる
。
【背景技術】
【０００２】
　複数成分からなるシーラント、および他の複数成分からなる流体製品の適用には、複数
の流体の効果的な混合が必要とされる。医療用シーラントの場合、複数成分からなるシー
ラントが標的とされる組織、血管、または器官に達したときに、前駆体成分が混合されて
、架橋、組織反応、接着、および／または硬化を生じるように、適正な混合が必要とされ
る。
　この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日
以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。
（先行技術文献）
　（特許文献）
　　（特許文献１）　米国特許出願公開第２００３／００６９５３７号明細書
　　（特許文献２）　米国特許出願公開第２００８／００６７２６５号明細書
　　（特許文献３）　米国特許出願公開第２００９／０２３０２１４号明細書
　　（特許文献４）　米国特許出願公開第２０１０／００６５６６０号明細書
　　（特許文献５）　米国特許出願公開第２０１０／００９６４８１号明細書
　　（特許文献６）　米国特許出願公開第２０１０／０１１４１５８号明細書
　　（特許文献７）　米国特許出願公開第２０１１／０３１９９３０号明細書
　　（特許文献８）　米国特許出願公開第２０１４／０２６３７４９号明細書
　　（特許文献９）　米国特許第４，２６０，１１０号明細書
　　（特許文献１０）　米国特許第４，９２３，４４８号明細書
　　（特許文献１１）　米国特許第５，１１６，３１５号明細書
　　（特許文献１２）　米国特許第５，６０５，２５５号明細書
　　（特許文献１３）　米国特許第６，５１７，０１２号明細書
　　（特許文献１４）　欧州特許出願公開第２１６３２０４号明細書
　　（特許文献１５）　欧州特許出願公開第２９６９１５９号明細書
　　（特許文献１６）　国際公開第２００７／１３１３７１号
　　（特許文献１７）　国際公開第２０１４／１４４３９３号
　（非特許文献）



(4) JP 6435083 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

　　（非特許文献１）　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｅａｒｃｈ　Ｒｅｐｏｒｔ　ａ
ｎｄ　Ｗｒｉｔｔｅｎ　Ｏｐｉｎｉｏｎ　ｄａｔｅｄ　Ｊｕｌｙ　９，２０１４　ｆｏｒ
　ｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ＰＣＴ／ＵＳ２０１４／０２
８７８３
　　（非特許文献２）　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｌ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｓｅａｒｃｈ　
Ｒｅｐｏｒｔ　ｆｏｒ　ＥＰ１４７６３３８９　ｄａｔｅｄ　Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ　９，
２０１６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　かかる混合を達成する、いくつかの方法が、以前から開発されてきており、複雑な幾何
学的なバッフルを通して流体を「回転させる」ように作用する「静的ミキサー」を必要と
する混合先端部が含まれる。長さが延長された静的ミキサーは、速硬化性化学物質につい
ては、シーラントがスプレーするためにオリフィスから出る前、または許容できない間隔
以内に硬化するので、先端部がしばしば閉塞するようになるので、その機能を制限し、そ
の潜在的な商業的機会を制限する。
【０００４】
　このように、改善された複数の成分混合、および送達ノズルに対する必要性がある。　
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　いくつかの実施形態は、複数の前駆流体を混合するためのノズル先端部アセンブリを提
供し、ノズル先端部アセンブリは、ノズルハウジングを有し、ノズルハウジング自体は、
多重管腔ディスペンサーの送達部分を受容するように構成される近位端部と、出口オリフ
ィスを画定する遠位端部と、近位端部から遠位端部まで延長する側壁とを有し、ノズル先
端部アセンブリはブレークアップインサート（ｂｒｅａｋ－ｕｐ　ｉｎｓｅｒｔ）も有し
、ブレークアップインサート自体は、近位端部と、さらに少なくとも３つの溝付きチャネ
ル、および中央の陥凹した渦流チャンバーを画定する遠位端部と、近位端部と遠位端部と
の間に延長する側壁とを有し、ブレークアップインサートの側壁およびノズルハウジング
の側壁は、それらの間に、管腔と少なくとも３つの溝付きチャネルとの間の流体連通のた
めのチャネルを画定する。
【０００６】
　いくつかの実施形態では、渦流チャンバーは、ブレークアップインサートの遠位端部内
の、実質的に中央に位置付けられた半球形状の陥凹部によって画定される。
【０００７】
　いくつかの実施形態では、溝付きチャネルのそれぞれは、前駆流体の渦流チャンバー内
での混合を促進するために渦流チャンバーに角度を有して進入する。
【０００８】
　いくつかの実施形態では、ブレークアップインサートの側壁とノズルハウジング側壁と
の間の距離は、近位端部から遠位端部に向かって減少する。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、ブレークアップインサートは、ブレークアップインサートの
側壁とノズルハウジング側壁との間の距離を低減するために、１若しくはそれ以上の傾斜
のついた肩部を有する。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、少なくとも３つの溝付きチャネルは、相互から等距離にある
。
【００１１】
　いくつかの実施形態では、ノズルハウジングは、デュアルバレルシリンジに連結するよ
うに構成される。
【００１２】
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　いくつかの実施形態では、ノズルハウジングは、二重管腔送達装置に連結するように構
成される。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、ノズルハウジングは、三重管腔送達装置に連結するように構
成される。
【００１４】
　いくつかの実施形態は、多重管腔送達装置と、ノズル先端部アセンブリと、を有する複
数成分からなる送達装置を提供し、ノズル先端部アセンブリは、ノズルハウジングを有し
、ノズルハウジング自体は、多重管腔ディスペンサーの送達部分を受容するように構成さ
れる近位端部と、出口オリフィスを画定する遠位端部と、近位端部から遠位端部まで延長
する側壁とを有し、ノズル先端部アセンブリは、ブレークアップインサートも有し、ブレ
ークアップインサート自体は、近位端部と、少なくとも３つの溝付きチャネル、および中
央の、陥凹した渦流チャンバーとをさらに画定する遠位端部と、近位端部と遠位端部との
間に延長する側壁とを有し、ブレークアップインサートの側壁およびノズルハウジングの
側壁は、それらの間に、管腔と少なくとも３つの溝付きチャネルとの流体連通のためのチ
ャネルを画定し、ブレークアップインサートの側壁およびノズルハウジングの側壁は、そ
れらの間に、管腔と少なくとも３つの溝付きチャネルとの間の流体連通のためのチャネル
を画定し、ノズルアセンブリは多重管腔送達装置に連結され、管腔のそれぞれは、溝付き
チャネルおよびノズルハウジングとブレークアップインサート側壁との間のチャネルを介
して、渦流チャンバーおよび出口オリフィスと流体連通する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、いくつかの実施形態による、ノズル先端部アセンブリを有する例示的な
デュアルシリンジの斜視図である。
【図２】図２は、いくつかの実施形態による、ノズル先端部アセンブリの斜視断面描画図
である。
【図３】図３は、図２の実施形態の概略的断面図である。
【図４】図４は、いくつかの実施形態による、ブレークアップインサートの遠位端部の図
である。
【図５】図５は、いくつかの実施形態による、バッフル付きのブレークアップインサート
の斜視図である。
【図６】図６は、いくつかの実施形態による、別の実施形態のブレークアップインサート
の遠位端部の図である。
【図７】図７は、いくつかの実施形態による、別の実施形態のブレークアップインサート
の斜視図である。
【図８】図８は、いくつかの実施形態による、別の実施形態のブレークアップインサート
の遠位端部の図である。
【図９】図９は、いくつかの実施形態による、別の実施形態のブレークアップインサート
の斜視図である。
【図１０】図１０は、本明細書に開示するいくつかの実施形態による、バッフル付きのブ
レークアップインサートの側面図である。
【図１１】図１１は、いくつかの実施形態による、別の実施形態のブレークアップインサ
ートの遠位端部の図である。
【図１２】図１２は、いくつかの実施形態による、別の実施形態のブレークアップインサ
ートの斜視図である。
【００１６】
　図面は、その中に記載されたあらゆる寸法を含めて、図示の目的でのみ提供される。こ
れらは、いかなるやり方でも制限することを意味しない。
【発明を実施するための形態】
【００１７】



(6) JP 6435083 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

　シーラントなどの複数成分からなる流体製品を混合可能な遠心混合ノズル先端部を本明
細書に記載する。いくつかの実施形態では、このような混合は、噴霧剤一切使わずに達成
され、利用者は噴霧の技法を制御することが可能になる。ノズル設計は、効率的であり、
かつ先端部の詰まりを制限する。いくつかの実施形態では、ノズル部分は、前駆流体の成
分間の粘度の違いおよび／または分子量の差異に適合可能である。
【００１８】
　本明細書で使用する場合、複数成分からなる製品または多成分系は、２若しくはそれ以
上の前駆体成分から結果として得られる混合製品を指す。例示的な多成分系は、医療的設
定の内外での医療用シーラント、接着剤、およびエポキシを含む。
【００１９】
　本明細書では、２つの成分からなる医療用シーラント、特に生体成分およびポリマー成
分を含むシーラントを参照して遠心混合ノズルを説明するが、開示される先端部は、２成
分系またはこの特定のシーラントに制限されるものではない。
【００２０】
　前駆体成分は、所望の特性に対して選択される場合があり、かつ任意の多成分系が使用
される場合がある。例えば、医療用シーラント中の生物学的材料（好ましくはアルブミン
およびＰＥＧ）は、タンパク質断片に基づいて調節可能である場合があり、これは、伸び
、接着性、ゲル化時間、％膨脹、分解速度、ｐＨ、滅菌効率、ヤング率、最大抗張力、デ
ュロメータ、粘度、第三架橋、およびその他に影響を与える。
【００２１】
　一般的に、複数の前駆流体（５０２、５０４）を混合するためのノズル先端部アセンブ
リ１００は、ノズルハウジングを有し、ノズルハウジング自体は、多重管腔ディスペンサ
ー５００の送達部分を受容するように構成される近位端部２００と、出口オリフィス３１
０を画定する遠位端部３００と、近位端部から遠位端部まで延長する側壁１１０とを有し
、ノズル先端部アセンブリ１００はブレークアップインサート４００も有し、ブレークア
ップインサート自体は、近位端部と、さらに少なくとも３つの溝付きチャネル４０２、お
よび中央の、陥凹した渦流チャンバー（ｓｗｉｒｌ　ｃｈａｍｂｅｒ）４０４を画定する
遠位端部と、近位端部と遠位端部との間に延長する側壁４０６と、を有し、ブレークアッ
プインサート４００の側壁４０６と、ノズルハウジングの側壁１１０とは、それらの間に
、管腔と少なくとも３つの溝付きチャネル４０２との間の流体連通のためのチャネル６０
０を画定する。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、渦流チャンバー４０４は、ブレークアップインサートの遠位
端部内の、実質的に中央に位置付けられた半球形状の陥凹部によって画定される。半球形
状であるということによって、基部は円形であり、かつ陥凹部は本質的にドーム型である
ことが意味され、真の半球形状である必要はない。追加的に、任意の幾何学的な形状が使
用されてもよい。半球形状の形状が渦流および混合効果を強化することが企図される一方
で、混合は、正方形または矩形などの真っ直ぐな側面を有する渦流チャンバー内で生成し
た乱流によっても促進され、または円筒形若しくは円錐型も使用されてもよい。複数成分
からなる流体を渦流チャンバー内に駆動する適用された力は、また、混合された材料を、
実質的に渦流チャンバーに対して中央に整列された出口オリフィスを通して押し出しもす
る。
【００２３】
　いくつかの実施形態では、溝付きチャネル４０２のそれぞれは、前駆流体の渦流チャン
バー内での混合を促進するために渦流チャンバー４０４に角度を有して進入する。（図４
では、渦流チャンバーは、図示的な目的で点線で示される。）半球形状の実施形態では、
この角度は、直接的な半径と渦流チャンバーに対する接線との間のいずれかである。径方
向の進入は可能であるが、ずらした進入は渦流、したがって混合を強化すると考えられる
。溝付きチャネル４０２は、比較的平坦な形状から半円状まで、任意の好適な断面形状を
とる場合がある。サイズおよび形状は、ノズルハウジングとブレークアップインサート４
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００との間のチャネル６００内で到達した流体速度から流体速度が低減しないようにする
べきである。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、ブレークアップインサート４００の側壁４０６とノズルハウ
ジング側壁１１０との間の距離は、近位端部２００から遠位端部３００へと減少する。表
されるように、ブレークアップインサート４００は、ブレークアップインサートの側壁と
ノズルハウジング側壁との間の距離を低減するために、１若しくはそれ以上の傾斜のつい
た肩部４２０を有し、より滑らかな移行もまた採用される場合がある。段階的な低減は、
背圧を増加し、かつ成分が渦流チャンバーに進入すると流体速度を増加する。
【００２５】
　いくつかの実施形態では、少なくとも３つの溝付きチャネル４０２は、相互から等距離
である。３つの溝付きの設計では、溝付きチャネルは、相互から約１２０度である。理論
上では、２つの溝付きチャネルを使用することが可能だが、３つの溝付きチャネルは、よ
り均一な混合およびより良好な流れ特性を達成すると考えられる。
【００２６】
　理解されるように、ノズル先端部アセンブリを、多重管腔送達装置を有する複数成分か
らなる送達装置に連結することができる。例えば、外科手技の間に、製品送達装置全体を
交換する必要なしに、ノズル先端部アセンブリを容易に除去および交換することができる
ことが企図されるが、ノズル先端部アセンブリを単回使用装置に恒久的に固定することが
可能である。
【００２７】
　ノズル先端部アセンブリは、手動で操作され、流体を静止状態から高速状態に加速する
力を伝達するアプリケーターシステムから複数の独立した流路を有する流体を受け入れる
ように構成される。流体は上部バッフル４５０を有するブレークアップインサートに向か
って継続するが、このインサートは、外壁に沿って小さいチャネル４６０のみを有するた
め、中央経路が効果的に遮られ、これにより流体が加速される一方でアプリケータに抵抗
が提供される。これらの流体は、ノズルの遠位端部における出口オリフィスにほぼ達する
まで、ブレークアップインサートとノズル壁との間のチャネルに沿って継続する。ノズル
遠位端部の出口オリフィスのハウジング壁面のすぐ近位で、チャネルは、流体を実質的に
半径方向の、ブレークアップインサートの遠位端部上の溝付きチャネル内へ、本明細書で
渦流チャンバーと称される共通ゾーン内へと方向付ける。いくつかの実施形態では、少な
くとも３つの溝付きチャネルがある。渦流チャンバーは、実質的にブレークアップインサ
ートの遠位端部の中心における、概して半球形状の彫り出しである。従来より実質的に混
合されていない前駆体成分は、渦流チャンバー内で交わり、かつ前駆体成分が溝付きチャ
ネルを介して渦流チャンバーに入る角度に起因して、一緒に渦流の様式を強制される。渦
流チャンバーの深さは、適切な混合を可能にするために、化学物質の配合物のそれぞれの
組のために設計される。渦流チャンバーの中心は、ノズルハウジングの先端部において、
典型的には渦流チャンバーより小さい、出口オリフィスと整列される。出口オリフィスの
形状およびサイズ（直径、またはスロット若しくは他の幾何学的寸法）は、利用者が望む
スプレーパターンに影響を与える一方で、アプリケータに対して逆抵抗を提供する。
【００２８】
　図１は、例示的な複数成分からなる送達シリンジを示す。この事例では、２つの成分系
が示される。とりわけ、それぞれの前駆体成分は、分離されて収容され、かつ遠位ノズル
端部に向けて、プランジャーを介して押し出すことができる。混合は、上記のように、混
合された複数成分からなる製品が出口オリフィスを出る前に、混合ノズル内で生じる。
【００２９】
　図２および図３は、例示的なノズル先端部の断面図を示す。ノズルハウジングは、近位
端部においてディスペンサーに連結するように提供される。表されるように、ディスペン
サーをハウジングに固定するためにシリコーンシールが提供され、これにより、必要に応
じて、先端部は除去および交換されてもよい。ノズルは、前駆体成分を分離してブレーク
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アップインサートへと送達するための専用の管腔セクションも含む場合がある。ブレーク
アップインサートは、ノズルハウジングの壁内に適合するとともに、それらの間に外側チ
ャネルを画定する。いくつかの実施形態では、示されるように、ノズルの遠位端部に近づ
くにつれチャネルは、狭くなる。これにより、背圧が強まり、かつ流体加速が増加する。
ノズルハウジングの遠位端壁は、中央に位置付けられた出口オリフィスを画定する。図４
は、ブレークアップインサート４００の例示的な端部壁を示す。端部壁は、流体を、ブレ
ークアップインサート４００の遠位端部内の概して半球形状の切り抜きである、渦流チャ
ンバー４０４に向ける少なくとも３つの溝付きチャネル４０２を画定する。渦流チャンバ
ー４０４は、他の形状を有することができるが、半球形状の形状は、生成される渦流作用
に良好に適合する。示されるように、溝付きチャンバ４０２は、好ましくは、相互から等
距離であり、かつ渦流チャンバー４０４に、純粋な半径方向ではなく、半径方向からある
角度で入る。ずらした特性は、渦流混合パターンの生成を助けると考えられている。
【００３０】
　この設計は、溝付きチャネルまたは渦流チャンバーに達する前の前駆体成分の最小限の
混合を可能にし、ひいては前駆体成分がノズル内で混合および硬化する可能性を最低限に
する。これにより、同一の手技の間の、適用と適用との間に詰まる心配なしに、長期の使
用が可能になる。ほとんどの事例では、先端の詰まりを防止するためには、ノズルの先端
を単純に拭うことで十分である。例えば、これにより外科医は、シーラントを適用し、外
科的部位を見直し、ほとんどの事例ではノズルを交換することなく、必要に応じて最適用
することができる。
【００３１】
　いくつかの実施形態では、溝付きチャネル４０２は、相互から約１２０°である。いく
つかの実施形態では、溝付きチャネル４０２は、渦流チャンバーに近づくにつれて狭くな
り、したがって圧力および流体の加速が増加する。理解されるように、溝付きチャネル４
０２の入口端部の角部には、溝付きチャネル内への流体流れを促進するように丸みを付け
てもよい。
【００３２】
　図５は、ブレークアップインサート４００まで導く、延長したバッフル４５０を示す。
示されるように、バッフル４５０は、両方の前駆体成分がブレークアップインサート４０
０に達するまで、２つの前駆体成分を相互から分離された状態で維持するように設計され
ている。３つ以上の前駆体成分が使用される場合、追加的な前駆体成分を分離した状態で
維持するために、バッフルは、追加的な構造を提供する場合がある。上記のようにブレー
クアップインサート４００に達すると、流体は、ブレークアップインサート４００の周囲
で、ブレークアップインサート４００とノズルハウジング壁１１０との間に形成されるチ
ャネル内を流れる。チャネル内の限られた空間のために、何らかの混合が生じる場合、限
定的な混合が生じる。どのような混合が生じるかは、製品流れの界面に本質的に制限され
、これは、硬化の目的では有効でない。この点における、この制限された接触は、詰まり
の可能性も低減する。次いで、上述のように、製品流れは渦流チャンバーに向けられる。
【００３３】
　図６および図７は、ブレークアップ先端部４００の代替的な実施形態を示す。図６の遠
位端図から見ることができるように、ブレークアップ先端部は、円形ではなく、むしろ丸
みをつけた３角形の形状を有する。これは、ブレークアップインサートの遠位端部内で、
前駆流体がブレークアップインサートの周囲から溝付きチャネル４０２に向けられる限り
、ノズルハウジングおよびブレークアップインサートが任意の好適な形状をとる場合があ
る点の例証である。図６および図７に示されるように、ブレークアップインサート４００
の側壁は、丸みのある部分４０７と平らな部分４０９とを有する。円筒形のノズルハウジ
ング壁１１０を有するノズルハウジング内に定置したとき、それらの間にチャネルが形成
され、流体は、溝付きチャネルのうちの１つに対して直接的に流れることができる。いく
つかの実施形態では、丸みのある部分４０７は、ノズルハウジング壁１１０と、近接して
嵌合した配設になり、これにより実質的にこれらの間のいかなる流体流れも排除される。
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図６に示すように、溝付きチャネル４０２は、渦流の動きを誘導するように渦流チャンバ
ー４０４内に鋭角で送り込む。図７は、例示的なブレークアップインサートの斜視図を示
す。
【００３４】
　図８および図９は、さらに別の代替的な実施形態を表す。この実施形態は、図６および
図７のものと同様である。しかしながら、とりわけ、それぞれの溝付きチャネルの外側縁
部は、渦流チャンバーの外側周辺部に実質的に接している。これは、流体成分が渦流チャ
ンバーに入り、らせん状または渦流のパターンで渦流チャンバーの周りおよび渦流チャン
バーの中に本質的に流体を駆動する鋭角を画定し、混合を生じさせる。
【００３５】
　図１０、図１１、および図１２は、さらに別の代替的な実施形態を表す。示されるよう
に、ブレークアップインサートは、前駆流体がブレークアップ先端部に達するまで、前駆
流体を相互から分離した状態に保持するために使用されるバッフル部分を含む。図示する
ように、Ｉ字様のバッフルの構築物は、それぞれ２つの成分が流れるための分離された導
管を提供する。適切な数の導管を作製するために任意の数のバッフルを使用することがで
きる。
【００３６】
　渦流チャンバー設計は、複数成分からなるシリンジとともに使用するように制限されな
いが、任意の多重管腔送達系とともに使用するために適合されてもよい。例えば、いくつ
かのシステムは、多重の送達管腔を含むより長く延長した送達先端部を有する。これらは
、異なるノズルを必要とし、１つの例が図５に表される。ノズルの形状は、送達管腔に適
切に連結するように構成されるが、ノズルの原理は同一であり、前駆流体は、ブレークア
ップインサートとハウジング壁との間のチャネルを通り、かつブレークアップインサート
の遠位端部の渦流チャンバーへ複数の溝付きチャネルを通り、そして最終的にハウジング
の遠位端部内の中央の出口オリフィスを通して導かれる。例えば、ノズルハウジング、ブ
レークアップインサートは、３つの管腔送達装置とともに使用するように適合されてもよ
い。とりわけ、３つの管腔は、ノズルハウジングおよびブレークアップインサートによっ
て画定されるチャネル内に供給することになり、かつブレークアップインサートの遠位端
部内の３つの溝付きチャネルを介して上述の二重管腔系と類似の様式で渦流チャンバー内
に流れ込む。いくつかの実施形態では、管腔の数に関わらず、ノズル先端部は、多重の送
達装置間で交換可能である。他の実施形態、特に、バッフルを採用するものでは、ノズル
先端部は、具体的な管腔の数および前駆体成分の数に構成される。
【００３７】
　本明細書に開示および表した実施形態は、その中心部を通過するあらゆる流体の流れを
本質的に遮るブレークアップインサートを採用するが、別の前駆流体の追加に対して専用
の管腔が渦流チャンバーのすぐそばの中心を通過することができるようにすることも企図
されるが、渦流チャンバーまで他の流体がすべて中心を通過することは避ける。これは、
先端の詰まりを取り除くため、または他の使用のために気体または溶媒のパルスを導入す
るように、追加的な成分の後での追加を適用するために使用される可能性がある。
【００３８】
　本明細書の開示を考慮すれば、任意の数の変形例が可能である。本明細書の中のいかな
るものも、管腔の数、溝付きチャネルの数、または器具の関連する部品のいずれかのサイ
ズおよび形状可能性のある組合せを制限することを意味しない。
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